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(57)【要約】
　被検体を均一に圧迫する効率を上げ、精度の高い弾性画像を取得する圧迫部材、超音波
探触子及び超音波診断装置を提供することを目的とする。そのために、圧迫部材の被検体
との接触面を、その少なくとも一部の面の垂直方向が、他の部分の面の垂直方向と異なる
ように形成する。そして、このような圧迫部材を着脱可能に探触子に装着するか、又は、
探触子に一体的に形成する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波探触子に着脱可能に装着されて被検体を圧迫するための圧迫部材において、
　前記被検体に対して圧迫方向と平行な方向に圧迫力を伝達する第1の部材と、
　前記圧迫方向と異なる方向に圧迫力を伝達する第2の部材と、
を有して成ることを特徴とする圧迫部材。
【請求項２】
　請求項1記載の圧迫部材において、
　前記第2の部材は、前記第1の部材の端部に延在して形成されていることを特徴とする圧
迫部材。
【請求項３】
　請求項2記載の圧迫部材において、
　前記圧迫方向と異なる方向は、前記圧迫方向と交叉する方向に前記圧迫力を伝達するよ
うに、前記第1の部材の中央部側を向く方向であることを特徴とする圧迫部材。
【請求項４】
　請求項2記載の圧迫部材において、
　前記第2の部材は、前記第１の部材によって圧迫された被検体の一部が前記圧迫方向と
異なる方向に押し出されるのを防止する方向に圧迫するように形成されていることを特徴
とする圧迫部材。
【請求項５】
　請求項3記載の圧迫部材において、
　前記第1の部材は、前記圧迫方向に垂直な第1の面を有し、
　前記第2の部材は、前記圧迫方向と異なる方向に垂直な第2の面を有していることを特徴
とする圧迫部材。
【請求項６】
　請求項5記載の圧迫部材において、
　前記第1の面と前記第2の面の少なくとも一方は、その少なくとも一部が平坦面となるよ
うに形成されていることを特徴とする圧迫部材。
【請求項７】
　請求項5記載の圧迫部材において、
　前記第1の面と前記第2の面の少なくとも一方は、その少なくとも一部が滑らかに変化す
る凹面形状となるように形成されていることを特徴とする圧迫部材。
【請求項８】
　請求項7記載の圧迫部材において、
　前記第1の面と前記第2の面とが一体となって滑らかに変化する凹面形状となるように形
成されていることを特徴とする圧迫部材。
【請求項９】
　請求項5記載の圧迫部材において、
　前記第1の面と前記第2の面の少なくとも一方は、その少なくとも一部が滑らかに変化す
る凸面形状となるように形成されていることを特徴とする圧迫部材。
【請求項１０】
　請求項5記載の圧迫部材において、
　前記第2の部材は、前記第1の部材の短軸方向と長軸方向の内の少なくとも一方の軸方向
に沿うように形成されていることを特徴とする圧迫部材。
【請求項１１】
　請求項10記載の圧迫部材において、
　前記第2の面の内の前記圧迫部材の短軸方向に沿って形成された面は、前記圧迫部材の
長軸方向の中央部側を向くように前記第1の面に対して傾いて形成され、
　前記第2の面の内の前記圧迫部材の長軸方向に沿って形成された面は、前記圧迫部材の
短軸方向の中央部側を向くように前記第1の面に対して傾いて形成されていることを特徴
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とする圧迫部材。
【請求項１２】
　請求項1記載の圧迫部材において、
　前記圧迫部材を貫通して穿刺針をガイドするためのガイド穴を有して成るガイド部を備
えていることを特徴とする圧迫部材。
【請求項１３】
　前記超音波探触子に装着された請求項4記載の圧迫部材において、
　前記第1の面は、前記超音波探触子の超音波送受信面と平行な面を有し、前記第2の面は
、前記超音波送受信面の中央部側を向く面を有するように形成されていることを特徴とす
る圧迫部材。
【請求項１４】
　被検体を圧迫する圧迫部を備えた超音波探触子において、
　前記圧迫部は、前記被検体に対して圧迫方向と平行な方向に圧迫力を伝達する第１の部
材と、前記圧迫方向と異なる方向に圧迫力を伝達する第2の部材と、を有して成ることを
特徴とする超音波探触子。
【請求項１５】
　請求項14記載の超音波探触子において、
　前記第1の部材は、前記超音波探触子の側面に延在して形成され、
　前記第2の部材は、前記第1の部材の端部に延在して形成されていることを特徴とする超
音波探触子。
【請求項１６】
　請求項15記載の超音波探触子において、
　前記第1の部材は、前記超音波探触子の超音波送受信面に平行な第1の面を有し、
　前記第2の部材は、前記超音波送受信面の中央部側を向くように形成された第2の面を有
していることを特徴とする超音波探触子。
【請求項１７】
　請求項16記載の超音波探触子において、
　前記第2の部材は、可動接続部を有して前記第1の部材の端部に接続されて、前記超音波
探触子の側面側に折り畳み可能に形成されていることを特徴とする超音波探触子。　
【請求項１８】
　請求項14記載の超音波探触子において、
　前記被検体の体腔内に挿入される体内挿入部を有し、
　前記第1の部材は、前記体内挿入部の筐体に一体として形成され、
　前記第2の部材は、前記体内挿入部の短軸方向の側面側に折り畳み可能に形成されてい
ることを特徴とする超音波探触子。
【請求項１９】
　請求項18記載の超音波探触子において、
　前記圧迫部と前記体内挿入部の短軸方向側面との間に袋部を有し、
　前記袋部に液体又は気体が注入されることにより前記圧迫部が押し広げられ、前記袋部
から前記液体又は気体が排出されることにより前記圧迫部が折り畳まれることを特徴とす
る超音波探触子。
【請求項２０】
　請求項18記載の超音波探触子において、
　前記圧迫部は、該圧迫部を貫通して穿刺針をガイドするためのガイド穴を有して成るガ
イド部を備えていることを特徴とする超音波探触子。
【請求項２１】
　被検体に超音波を繰り返し送信し、該超音波の送信に対応する時系列の反射エコー信号
を受信する超音波送受信面を備えた超音波探触子と、前記時系列の反射エコー信号に基づ
いて前記被検体の生体組織の断層像を構成する断層像構成部と、前記時系列の反射エコー
信号に基づいて前記被検体の生体組織の変位を計測して弾性情報を求めて弾性画像を構成
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する弾性画像構成部と、前記断層像構成部と前記弾性画像構成部で構成された画像を表示
する表示部とを備えてなる超音波診断装置において、
　前記超音波探触子は、前記被検体を圧迫する圧迫部を備え、
　前記圧迫部は、前記被検体に対して圧迫方向と平行な方向に圧迫力を伝達する第1の部
材と、前記圧迫方向と異なる方向に圧迫力を伝達する第2の部材と、を有して成ることを
特徴とする超音波診断装置。
【請求項２２】
　請求項21記載の超音波診断装置において、
　前記圧迫部は、前記超音波探触子に着脱可能に装着されるための固定部を備えた圧迫部
材であり、
　前記超音波探触子から分離された圧迫部材を収容する収容部を有することを特徴とする
超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、圧迫部材、超音波探触子及び超音波診断装置に係り、被検体を圧迫すること
により、被検体の生体組織の硬さや柔らかさを表す弾性画像を高精度化する技術に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、被検体に当接させた探触子を介して被検体に時間間隔をおいて超音
波を繰り返し送信し、被検体から発生する時系列の反射エコー信号を受信し、その反射エ
コー信号に基づいて濃淡断層像例えば白黒のBモード像を得る装置である。
　このような超音波診断装置において、被検体から発生する時系列の反射エコー信号に基
づいて被検体の生体組織の変位を計測し、計測された変位から弾性情報例えば生体組織の
硬さ、軟らかさ、歪み、弾性率などを求め、求められた弾性情報からカラー弾性画像を構
成する技術が提案されている(例えば、特許文献1参照)。
【特許文献１】特開2005-66041号公報
【０００３】
　しかし、組織内部に生成される応力場の均一性が低いと、圧迫された組織が圧迫の弱い
領域に逃げてしまう。また、この逃げにより、深部領域への応力の到達が妨げられてしま
う。これらのことが原因となって、弾性画像にノイズが発生してしまうことある。そのた
め、均一な圧迫であっても正常に取得することができる弾性画像の領域面積は小さくなっ
てしまい、画像診断の効率が低下してしまう。
　(特許文献1)には、探触子に平板状の圧迫板を装着して被検体の広い領域を均一に圧迫
できるようにしているが、それでも圧迫板の端部領域において同様の問題が生じる可能性
があり、圧迫板に関してさらに改善する余地が残されている。
【０００４】
　そこで本発明は、被検体を均一に圧迫できるようにして、精度の高い弾性画像を取得す
ることを目的とする。
【発明の開示】
【０００５】
　前記課題を解決するために、本発明の圧迫部材は以下の様に形成される。即ち、超音波
探触子に着脱可能に装着されて被検体を圧迫するための圧迫部材であって、被検体に対し
て圧迫方向と平行な方向に圧迫力を伝達する第1の部材と、圧迫方向と異なる方向に圧迫
力を伝達する第2の部材と、を有して成ることを特徴とする。
【０００６】
　また、前記課題を解決するために、本発明の超音波探触子は以下の様に構成される。即
ち、被検体を圧迫する圧迫部を備え、圧迫部は、被検体に対して圧迫方向と平行な方向に
圧迫力を伝達する第1の部材と、圧迫方向と異なる方向に圧迫力を伝達する第2の部材と、
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を有して成ることを特徴とする。
　また、前記課題を解決するために、本発明の超音波診断装置は以下の様に構成される。
即ち、被検体に超音波を繰り返し送信し、該超音波の送信に対応する時系列の反射エコー
信号を受信する超音波送受信面を備えた超音波探触子と、時系列の反射エコー信号に基づ
いて被検体の生体組織の断層像を構成する断層像構成部と、時系列の反射エコー信号に基
づいて被検体の生体組織の変位を計測して弾性情報を求めて弾性画像を構成する弾性画像
構成部と、断層像構成部と弾性画像構成部で構成された画像を表示する表示部とを備え、
超音波探触子は、被検体を圧迫する圧迫部を備え、圧迫部は、被検体に対して圧迫方向と
平行な方向に圧迫力を伝達する第1の部材と、圧迫方向と異なる方向に圧迫力を伝達する
第2の部材と、を有して成ることを特徴とする。
【０００７】
　上記本発明の圧迫部材、超音波探触子及び超音波診断装置によれば、被検体を均一に圧
迫できるようになるので、精度の高い弾性画像を取得することができる。これにより、画
像診断を効率よく行うことができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１Ａ】本発明の第1の実施形態の圧迫板の形状を説明するための図である。
【図１Ｂ】本発明の第1の実施形態の圧迫板が探触子に装着された状態を説明するための
図である。
【図１Ｃ】本発明の第1の実施形態の圧迫板の他の可能な構造を説明するための図である
。
【図１Ｄ】本発明の第1の実施形態の圧迫板の他の可能な形状を説明するための図である
。
【図２】本発明の第1及び第2の実施形態を説明するための図である。
【図３】本発明の第3及び第4の実施形態を説明するための図である。
【図４】本発明の第5の実施形態を説明するための図である。
【図５】本発明の第6の実施形態を説明するための図である。
【図６】本発明の第7の実施形態を説明するための図である。
【図７】本発明の第8の実施形態を説明するための図である。
【図８】本発明の第9の実施形態を説明するための図である。
【図９】本発明の第9の実施形態を説明するための図である。
【図１０】本発明の実施形態の全体構成図を示す図である。
【図１１】従来例を説明するための図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　最初に、本発明を適用してなる超音波探触子(以下、「探触子」と略記する)及び超音波
診断装置の一例について、図10を用いて説明する。図10は本発明を適用した探触子及び超
音波診断装置の構成例を示すブロック図である。
　図10に示すように、超音波診断装置1には、被検体5に当接させて用いられる探触子10と
、探触子10を介して被検体に時間間隔をおいて超音波を繰り返し送信する送信部12と、被
検体から発生する時系列の反射エコー信号を受信する受信部14と、受信された反射エコー
を整相加算してRF信号フレームデータを時系列に生成する整相加算部16とが設けられてい
る。
【００１０】
　また、整相加算部16からのRF信号フレームデータに基づいて被検体の濃淡断層像例えば
白黒断層像を構成する断層像構成部18と、整相加算部16のRF信号フレームデータから被検
体の生体組織の変位を計測して弾性データを求めてカラー弾性画像を構成する弾性画像構
成部20とが備えられている。そして、白黒断層像とカラー弾性画像を合成する画像合成部
22と、合成された合成画像を表示する画像表示部24が設けられている。
【００１１】
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　探触子10は、音響レンズと複数の振動子を配設して形成されており、電子的にビーム走
査を行って被検体に振動子を介して超音波を送受信する機能を有している。また、探触子
10は、以下に説明される様に、圧迫板が装着されて用いられるか、又は、探触子10が圧迫
板を備えている。
　送信部12は、探触子10を駆動して超音波を発生させるための送波パルスを生成するとと
もに、送信される超音波の収束点をある深さに設定する機能を有している。また、受信部
14は、探触子10で受信した反射エコー信号について所定のゲインで増幅してRF信号すなわ
ち受波信号を生成するものである。
　整相加算部16は、受信部14で増幅されたRF信号を入力して位相制御し、一点又は複数の
収束点に対し超音波ビームを形成してRF信号フレームデータを生成するものである。
【００１２】
　断層像構成部18は、信号処理部30と白黒スキャンコンバータ32を含んで構成されている
。ここで、信号処理部30は、整相加算部16からのRF信号フレームデータを入力してゲイン
補正、ログ圧縮、検波、輪郭強調、フィルタ処理等の信号処理を行い断層像データを得る
ものである。また、白黒スキャンコンバータ32は、信号処理部30からの断層像データをデ
ィジタル信号に変換するA/D変換器と、変換された複数の断層像データを時系列に記憶す
るフレームメモリと、制御コントローラを含んで構成されている。その白黒スキャンコン
バータ32は、制御コントローラによりフレームメモリに格納された被検体内の断層フレー
ムデータを1画像として取得し、取得された断像フレームデータをテレビ同期で読み出す
ための信号に変換するものである。
【００１３】
　また、弾性画像構成部20は、RF信号選択部34と、変位計測部35と、圧力計測部36と、弾
性データ演算部37と、弾性信号処理部38と、カラースキャンコンバータ39とを含んで構成
されており、整相加算部16の後段に分岐して設けられている。
【００１４】
　RF信号選択部34は、フレームメモリと、選択部とを含んで構成されている。そのRF信号
選択部34は、整相加算部16からの複数のRF信号フレームデータをフレームメモリに格納し
、格納されたRF信号フレームデータ群から選択部により1組すなわち2つのRF信号フレーム
データを選び出すものである。例えば、RF信号選択部34は、整相加算部16から時系列すな
わち画像のフレームレートに基づいて生成されるRF信号フレームデータをフレームメモリ
内に順次格納し、制御部26からの指令に応じて現在格納されたRF信号フレームデータ(N)
を第1のデータとして選択部で選択すると同時に、時間的に過去に格納されたRF信号フレ
ームデータ群(N－1、N－2、N－3…N―M)の中から1つのRF信号フレームデータ(X)を選択す
るものである。なお、ここでN，M，XはRF信号フレームデータに付されたインデックス番
号であり、自然数とする。
【００１５】
　変位計測部35は、1組のRF信号フレームデータから生体組織の変位などを求めるもので
ある。例えば、変位計測部35は、RF信号選択部34により選択された1組のデータすなわちR
F信号フレームデータ(N)及びRF信号フレームデータ(X)から1次元或いは2次元相関処理を
行って、断層像の各点に対応する生体組織における変位や変位ベクトルすなわち変位の方
向と大きさに関する1次元又は2次元変位分布を求める。ここで、変位ベクトルの検出には
例えばブロックマッチング法を用いる。ブロックマッチング法とは、画像を例えばN×N画
素からなるブロックに分け、関心領域内のブロックに着目し、着目しているブロックに最
も近似しているブロックを前のフレームから探し、これを参照して予測符号化すなわち差
分により標本値を決定する処理を行う。
【００１６】
　圧力計測部36は、被検体5の診断部位における体腔内圧力を計測、推定するものである
。例えば、被検体の体表面に接触させて用いる探触子10又は圧迫板には、圧力センサを有
する圧力計測部が取り付けられており、その探触子10のヘッドと圧迫板とを加圧、減圧す
ることで被検体の診断部位の体腔内に応力分布を与える。このとき、任意の時相において
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、圧力センサは、探触子ヘッドと圧迫板とにより体表面に加えられた圧力を計測して保持
するようにしている。
【００１７】
　弾性データ演算部37は、変位計測部35からの計測値例えば変位ベクトルと圧力計測部36
からの圧力値とから断層像上の各点に対応する生体組織の歪みや弾性率を演算し、その歪
みや弾性率に基づいて弾性画像信号すなわち弾性フレームデータを生成するものである。
【００１８】
　このとき、歪みのデータは、生体組織の移動量例えば変位を空間微分することによって
算出される。また、弾性率のデータは、圧力の変化を移動量の変化で除することによって
計算される。例えば、変位計測部35により計測された変位をΔL、圧力計測部36により計
測された圧力変化をΔPとすると、歪み(S)は、ΔLを空間微分することによって算出する
ことができるから、S=ΔL/ΔXという式を用いて求められる。また、歪みに対応した弾性
率としてヤング率が知られており、このヤング率Ymは、Ym=(ΔP)/(ΔL/L)という式によっ
て算出される。つまり、ヤング率とは、物体に加えらえた単純圧力と、加圧方向の単位長
さ当たりの歪みとの比である。このヤング率Ymから断層像の各点に相当する生体組織の弾
性率が求められるので、2次元の弾性画像データを連続的に得ることができる。
【００１９】
　弾性データ処理部38は、フレームメモリと画像処理部とを含んで構成されており、弾性
データ演算部37から時系列に出力される弾性フレームデータをフレームメモリに格納し、
格納されたフレームデータを制御部26の指令に応じて画像処理部により画像処理を行うも
のである。
【００２０】
　カラースキャンコンバータ39は、弾性データ処理部38からの弾性フレームデータに基づ
いて色相情報に変換するものである。つまり、弾性フレームデータに基づいて光の3原色
すなわち赤(R)、緑(G)、青(B)に変換するものである。例えば、歪みが大きい弾性データ
を赤色コードに変換し、歪みが小さい弾性データを青色コードに変換する。
　また、本発明の超音波診断装置は、以下に説明する探触子に着脱可能に装着される圧迫
板の少なくとも1つを収容する収容部を、例えば探触子ホルダーの近傍又は装置側面等に
備えている。この圧迫板収容部は、例えば籠や箱のような形状を有して、或いは、以下の
説明する圧迫板の穴部を通して保持するフックのような形状を有して、自由に圧迫板の出
し入れが出来るようなものであれば良い。
【００２１】
　上記の様な超音波診断装置を用いた弾性画像の撮像において、組織内部に生成される応
力場の均一性が低いと、圧迫された組織が圧迫の弱い領域に逃げてしまい、弾性画像にノ
イズが発生してしまうことある。この現象について図11を用いて説明する。図11は探触子
10を用いて均一な硬さを持つ対象を圧迫したモデル図である。探触子10は被検体に接触す
る面積、つまり圧迫面積が狭いため、領域506では変位ベクトル504が外方向に向いている
。よって、中央部の圧迫された組織が圧迫されていない領域に逃げていくことにより、画
像表示部24に表示された弾性画像の両側領域510にノイズを引き起こしてしまう。また、
上記逃げにより、深部領域への応力の到達が妨げられるので、弾性画像の深部領域511に
ノイズを引き起こしてしまう。そのため、均一な圧迫であっても正常に取得することがで
きる弾性画像512の領域面積が小さくなってしまう。つまり、画像表示部24に表示される
弾性画像の正常領域が狭くなってしまう。このような弾性画像における課題を解決するの
が以下に説明する本発明の圧迫部材、探触子及び超音波診断装置であり、それらの幾つか
の実施形態を詳細に説明する。
【００２２】
(第1の実施形態)
　本発明の第1の実施形態を説明する。最初に本実施形態の圧迫部材の形状について説明
する。本実施形態の圧迫部材は、被検体に対して圧迫方向と平行な方向に圧迫力を伝達す
る第1の部材と、圧迫方向と異なる方向に圧迫力を伝達する第2の部材と、を有して成るこ
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とを特徴とする。
　この第2の部材の好ましい形態は例えば次の通りである。即ち、第1の部材の端部に延在
して形成されていることである。また、圧迫力を伝達する方向が、圧迫方向と交叉するよ
うに、第1の部材の中央部側を向く方向となるように形成されていることである。また、
被検体の観点で言えば、第1の部材によって圧迫された被検体の一部が圧迫方向と異なる
方向に押し出されるのを防止する方向に圧迫するように形成されていることである。
　また、圧迫部材における被検体との接触面の観点でみれば、第1の部材は圧迫方向に垂
直な第1の面を有し、第2の部材は圧迫方向と異なる方向に垂直な第2の面を有しているこ
とを特徴とする。つまり、接触面は、その少なくとも一部の面の垂直方向が、他の部分の
面の垂直方向と異なるように形成されていることを特徴とする。
　以下、上記圧迫部材の一例として板状の形状を有する部材を用いた例を説明するので、
圧迫板と言う。
【００２３】
　本実施形態の圧迫板の一例を図1Aに示す。図1A(a)は圧迫板100の上面を観た図であり、
図1A(b)は圧迫板100の下面を観た図であり、図1A(c)は一点鎖線Aで示した位置での圧迫板
100の断面の短軸方向を観た図であり、図1A(d)は一点鎖線Bで示した位置での圧迫板100の
断面の長軸方向を観た図である。この圧迫板100は、例えばプラスチック、ポリビニル系
等の材料から成っている。また圧迫板100は、探触子10の超音波送受信面11よりも広い面
積で被検体を圧迫できるように、探触子10の長軸方と短軸方向において、探触子10の寸法
よりも大きく形成されており、その端部は四隅が丸くされた略長方形等の形状を有してい
る。なお、圧迫板の端部形状は他の形状でも良く、例えば円、楕円、又は多角形でも良い
。
【００２４】
　圧迫板の下面は、被検体の体表面に接する面である。図1A(b)に示す様に、圧迫板100の
下面は、その中央部に平坦面(第1の面)70を有し、平坦面70の端部に延在して平坦面70と
交叉する斜面71(第2の面)とを備えて形成されている。つまり、斜面71の垂直方向(法線方
向)は平坦面70の垂直方向(法線方向)と交叉する方向を向くように(つまり、斜面71が圧迫
板の下面の中央部側を向くように)、斜面71が平坦面70に対して傾いて形成されている。
このように形成されることによって、圧迫板の下面は凹面形状となる。なお、斜面71は平
面又は凹面のいずれでも良い。あるいは、平面と凹面が混在していても良い。
　圧迫板100の平坦面70の長軸方向の長さは、探触子10の長軸方向の長さと同等か又はそ
れより長くする。また、斜面71と平坦面70とのなす角度は、90～180度の範囲とする。ま
た、斜面71の幅は、探触子10の短軸方向の幅と同程度の数mm～数cmで良いが、被検体の部
位に応じて設定すれば良い。探触子10側面から斜面71迄の平坦面70の幅も同様に数mm～数
cmで良いが、被検体の部位に応じて設定すれば良い。
【００２５】
　斜面71は圧迫板100の端部の少なくとも一部に形成されていれば良いが、圧迫板100の端
部の全周に形成されていることが好ましい。特に、図1Aに示された圧迫板100は、その短
軸方向と長軸方向の両側にそれぞれ軸方向に沿って斜面71が形成されており、リニア型探
触子に好適である。つまり、圧迫板100の短軸方向に沿って形成された斜面71は、圧迫板1
00の長軸方向の中央部側を向くように平坦面70に対して傾いて形成されており、圧迫板10
0の長軸方向に沿って形成された斜面71は、圧迫板100の短軸方向の中央部側を向くように
平坦面70に対して傾いて形成されている。なお、斜面71は圧迫板100の短軸方向又は長軸
方向の内のどちらか一方の軸方向のみに沿うように形成されていても良いし、さらに1つ
の軸方向の片側のみに形成されていても良い。
【００２６】
　以上の例では、圧迫板の下面が平坦面と斜面を有して成る例を説明したが、他の形状も
可能である。例えば、圧迫板の下面は、その少なくとも一部が滑らかに変化する凹面形状
となるように形成されていても良い。つまり、平坦面70と斜面71の少なくとも一方は、そ
の少なくとも一部が滑らかに変化する凹面形状となる様に形成されていても良い。或いは
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逆に、その少なくとも一部が滑らかに変化する凸面形状となるように形成されていても良
い。つまり、平坦面70と斜面71の少なくとも一方は、その少なくとも一部が滑らかに変化
する凸面形状となる様に形成されても良い。これらの例を図1Dに示す。図1Dに示す各圧迫
板の例は、上面に配置される固定部の表示を省略した、長軸方向断面の長軸方向を観た図
を示している。図1D(a)の圧迫板100-1は斜面71のみが滑らかな凹面形状となる例であり、
図1D(b)の圧迫板100-2は平坦面70と斜面71とが共に滑らかな凹面形状となり、かつ互いに
滑らかに接続して全体として滑らかな凹面形状となる例である。一方、図1D(c)の圧迫板1
00-3は斜面71のみが滑らかな凸面形状となる例であり、図1D(d)の圧迫板100-4は平坦面70
と斜面71とが共に滑らかな凸面形状となり、かつ互いに滑らかに接続して全体として滑ら
かな凸面形状となる例である。いずれの形状も圧迫板の短軸方向にも同様に適用すること
が可能である。
【００２７】
　また、圧迫板100には、探触子10の音響レンズすなわち超音波送受信面11を配置できる
よう、圧迫板100の一部に穴部72が設けられている。この穴部72から探触子10は被検体に
超音波を送受信する。つまり、探触子10の超音波送受信面11が穴部72から被検体に直接接
触する構造となっている。この超音波送受信面を配置するための穴部は圧迫板の略中央に
形成されることが好ましく、図1Aに示す圧迫板100では、平坦部70の略中央に穴部72が形
成されている。なお、超音波送受信面11の面を平坦面70の少なくとも一部として兼用する
ことも可能である。つまり、超音波送受信面11が圧迫板100の平坦面70の一部を構成する
ように圧迫板100が構成されても良い。さらに、超音波送受信面11を平坦面70とすること
により、平坦面70の無い斜面71のみの圧迫板100を構成することも可能である。
【００２８】
　圧迫板の上面は、圧迫板が探触子に着脱可能に装着されるための固定部を備えた面であ
る。この固定部は、探触子を間に挟んで、該探触子の側面方向の配置位置を固定する側面
固定部を少なくとも1つ有し、側面固定部の内の少なくとも1つは、探触子の側面の少なく
とも一部と嵌合して該探触子の挿入方向の配置位置を固定するための嵌合部を有している
ことを特徴とする。このような構造を有する固定部により、その側面固定部によって探触
子と圧迫板の短軸方向と長軸方向の相対位置が固定され、嵌合部によって探触子と圧迫板
の探触子挿入方向の相対位置が固定されて、圧迫板が探触子に装着される。
【００２９】
　図1Aに示す固定部の例は、側面固定部としての1対の対向板73が、探触子10が配置され
る穴部72を間に挟んで長軸方向と短軸方向にそれぞれ配置されて形成されており、一対の
対向板73-aの各々の穴部72側には嵌合部としての突起部74がそれぞれ形成されている。そ
して、2組の対向板73が、穴部72に配置された探触子10を長軸方向及び短軸方向に挟んで
保持することにより、探触子10と圧迫板100の短軸方向と長軸方向の相対位置が固定され
る。さらに、突起部74が探触子10の窪み75に嵌合することにより、探触子10と圧迫板100
の探触子挿入方向の相対位置が固定される。各対向板74が例えばプラスチック、ポリビニ
ル等の材料から成っていれば、人力程度の力で容易に対向板をわずかに変形させて突起部
74を探触子10の窪み75に嵌合させることができる。上記の様な構造の固定部により、圧迫
板100の探触子10への装着と取り外しを容易に行うことができる。
【００３０】
　また、対向板の各々の背面には手で掴むための滑り止めグリップが設けられていても良
い。図1C(a)(b)に滑り止めグリップの構造例を示す。図1C(a)(b)はそれぞれ、圧迫板100
が装着された探触子10の長軸方向及び短軸方向を観た図である。検者は滑り止めグリップ
76を掴み、圧迫板100を介して被検体を圧迫する。滑り止めグリップ76を握りやすくする
ため、対向板73の背面は指の形状に対応した凹面形状77になっていても良い。なお、滑り
止めグリップ76は少なくとも1つの対向板背面にあれば良い。また、対向板背面の凹面形
状77のみとして滑り止めグリップ76は省略されても良い。
【００３１】
　また、従来の探触子には、超音波走査方向を認識できる様にするための突起部が設けら
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れており、圧迫板の固定部は、圧迫板が探触子に装着された状態でも検者が突起部を把握
できるようにするための構造を有していても良い。その構造例を図1C(c)(d)に示す。図1C
(c)は、対向板の一つが突起部77を覆う構造を有する例を示す図であり、圧迫板100が装着
された探触子10の長軸方向(上図)及び短軸方向(下図)を観た図である。この構造例では、
突起部77を覆う対向板73には外側に隆起した部分78が生じるので、検者はこの隆起部分78
を突起部77の置き換わりとして認識することが可能になる。また、図1C(d)は、対向板73
が突起部77を避ける構造を有する例を示す図であり、圧迫板100が装着された探触子10の
長軸方向(上図)及び短軸方向(下図)を観た図である。この構造例では、対向板73が突起部
77を避けて、突起部77と圧迫板100との間の部分のみの探触子側面を保持している。その
ため、検者は探触子の突起部77を直接認識できる様になる。
【００３２】
　また、圧迫板は、その少なくとも一部が変形可能な部材で構成されて、端部の斜面の少
なくとも一部が所望の形状に変形可能となるように構成されていてもよい。変形できる材
料として、銅、鉄、アルミ等が可能である。変形可能な部材で圧迫板を構成することによ
り、圧迫板の端部を変形させて、端部の傾斜角度を被検体の体表面形状に適合させるよう
に変形させることができる。このような圧迫板を用いることにより、検者は、圧迫板の下
面形状を被検体の体表形状に合わせて変形させることにより、被検体の体表面を効果的に
圧迫することができるようになる。特に、圧迫程度の微少な力で容易に変形できて、且つ
その変形が塑性変形の範囲となるような部材(プラスチックや発泡スチロール等)や構造(
平坦部と端部の境界部を薄くする等)とすることにより、圧迫と同時に圧迫板の下面形状
や端部斜面の傾斜角度が被検体の体表面形状に自動的に追従して変形され、且つ圧迫の解
除と共に圧迫板の下面形状が元に戻ることになる。その結果、同じ圧迫板であっても、異
なる体表面形状に柔軟に対応することができるので、圧迫板を交換する煩わしさが低減さ
れ、更に画像診断の効率を向上させることができる。
【００３３】
　また、斜面を有する端部(第2の部材)を平坦面を有する平坦部(第1の部材)に対して着脱
できる構造にしても良い。そして斜面が異なる複数種類の端部を予め用意しておき、被検
体の体表面形状に適合する斜面を有する端部を選択して平坦部に装着する。このように構
成された圧迫板を用いることにより、被検体の異なる体表面形状に柔軟に対応することが
できるようになる。
【００３４】
　次に、上記圧迫板が探触子の超音波送受信面側に着脱可能に装着されている状態につい
て説明する。図1Bは、図1Aに示した圧迫板100が探触子10に装着されている例を示す。図1
B(a)は長軸方向を観た図であり、図1B(b)は一点鎖線Cで示した位置での短軸方向断面の短
軸方向を観た図であり、図1C(c)は、圧迫板100の下面及び超音波送受信面11の斜視図であ
る。超音波送受信面11が穴部72内に配置されて圧迫板100の下面より僅かに突出する様に
、短軸方向と長軸方向にある2組の対向板73が、探触子10を間に挟んでそれぞれの方向に
おける相対位置を固定する。そして、対向板73-aの内側の突起部74が、探触子10の窪み75
に嵌合することによって、探触子と圧迫板との挿入方向の相対位置を固定する。このよう
にして圧迫板100が探触子10に固定される。図1C，1Dに示す各圧迫板例も同様に探触子10
に装着することができる。
　圧迫板100が探触子10に装着されている状態では、圧迫板100の下面は、その少なくとも
一部の面の垂直方向が、超音波送受信面11の垂直方向と異なる方向となる。例えば、圧迫
板100の下面は、超音波送受信面11に沿う平坦面70と、超音波送受信面11に対して平坦面7
0と異なる角度を有する斜面71とを有することになる。図1Bの例では、斜面71の垂直方向
が平坦面70の垂直方向と交叉する方向を向くように、斜面71が平坦面70に対して超音波送
受信面11の中央部側を向くように傾いている。また、平坦面70は超音波送受信面11と平行
となる。
　なお、以上の説明では、圧迫板が着脱可能に探触子に装着される例を説明したが、探触
子が上記説明された各種圧迫板を予め備えている構成であっても良い。
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【００３５】
　次に、上記の様な圧迫板100を用いて被検体5を圧迫したときの、被検体組織の変位の様
子を図2(a)を用いて説明する。図2(a)は、圧迫板100が装着された探触子10の長軸方向を
観た図であり、被検体5の圧迫されている組織における変位ベクトルの様子を示したもの
である。
　圧迫板100を用いて超音波送受信面11である音響レンズと共に、探触子10が接する面に
対して垂直に被検体5が圧迫され、探触子10で受信された反射エコー信号から算出された
矢印102で示す変位ベクトルと圧力計測部36からの圧力値とから断層像上の各点に対応す
る生体組織の歪みや弾性率が演算され、その歪みや弾性率に基づいて弾性画像信号すなわ
ち弾性フレームデータが生成される。そして、この弾性フレームデータに基づいて、領域
104に対応する弾性画像が画像表示部24に表示される。なお、この被検体5は均一な硬さを
持っているものとする。
【００３６】
　この実施形態では、圧迫板100を用いることにより、探触子10のみで被検体5を圧迫する
よりも、被検体5を圧迫する圧迫表面積を増やしている。さらに圧迫板100の形状は、中央
部は平面であり、端部は内側(つまり探触子10の中央部側)を向いた形状となっているため
、端部の領域105は変位ベクトルが内側(つまり探触子10の中央部側)に向き、深部領域106
では圧迫方向と同一方向となる。また中央部の領域は、端部の領域105の変位ベクトル102
により内側(つまり探触子10の中央部側)に圧迫されているため、図11に示すような外側(
つまり探触子10の端部側)に組織が逃げることが抑制されるので、応力が深部まで効果的
に到達される。
【００３７】
　よって、圧迫板100により圧迫方向が、探触子10が接する面に対して垂直に保たれる共
に、端部領域が探触子10の中央部側に圧迫されることにより、画像表示部24に表示される
弾性画像108の領域が探触子10の長軸方向に広くなる。また、深部においても弾性画像108
を取得するに充分な応力が与えられるので、深度方向にも広い弾性画像108を得ることが
できる。弾性画像108には、図11との差異を容易に理解できるようにするために、図11の
弾性画像の各部分領域510，511及び512に対応する部分領域に同じ領域番号を括弧内に記
している。つまり、本実施形態の圧迫板を用いることにより510～512の全ての領域で正常
な弾性画像が得られる。したがって、正常に表示される弾性画像が広くなるため、画像診
断を効率よく行うことができる。
【００３８】
(第2の実施形態)
　次に本発明の第2の実施形態を図2(b)に基づいて説明する。図2(b)は、圧迫板100が装着
された探触子10の長軸方向を観た図である。探触子10には、円弧状の下面を有する圧迫板
110が着脱可能に超音波走査面側に取り付けられている。第1の実施形態と異なる点は、圧
迫板110が円弧状である点である。
　円弧状の圧迫板110は、端部にいくにつれて徐々に傾斜角度が被検体側に急になる構造
であり、被検体5との接触面は凹面形状である。例えば、図1D(b)に示した様な凹曲面を有
する圧迫板である。そのため、端部の変位ベクトル102は、中央部の変位ベクトル102に比
べ、内側(つまり探触子10の中央部側)へ傾いている。
【００３９】
　このように、中央部の領域111は、端部の領域の変位ベクトル102により内側(つまり探
触子10の中央部側)に圧迫されているため、中央部の領域111は浅部(つまり探触子10に近
い部分)及び深部(つまり探触子10から遠い部分)においても変位ベクトル102が超音波送受
信面11に対して垂直に保たれる。また、中央部の領域111以外の領域は、深部の領域106に
近づくにつれて、圧迫方向変位ベクトル102が徐々に超音波送受信面11に対して垂直にな
る。
【００４０】
　よって、前述の第1の実施形態と同様に、広い範囲に亘って探触子10が接する面に対し
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て圧迫方向が垂直に保たれることにより、画像表示部24に表示される弾性画像109の正常
領域が探触子10の長軸方向及び深部方向に広くなる。弾性画像109には、図11との差異を
容易に理解できるようにするために、図11の弾性画像の各部分領域510，511及び512に対
応する部分領域に同じ領域番号を括弧内に記している。したがって、正常に表示される弾
性画像が広くなるため、被検体5内部の画像診断を効率よく行うことができる。
　なお、探触子が本実施形態の圧迫板を予め備えている構成であっても良いことは、第1
の実施形態と同様である。
【００４１】
(第3の実施形態)
　次に本発明の第3の実施形態を図3(a)(b)に基づいて説明する。図3(a)は、被検体5を圧
迫するための圧迫板152及び探触子10の長軸方向を観た図である。図3(b)は、圧迫板152及
び探触子10の短軸方向を観た図である。探触子10には、着脱可能な平板状の圧迫板152が
超音波走査面側に取り付けられている。第1の実施形態及び第2の実施形態と異なる点は、
圧迫板152が平板状であり、且つ被検体5の検査部位に適した大きさである点である。
【００４２】
　被検体5の観察部位150は、例えば乳房を示している。圧迫板152は観察部位150に適した
大きさであり、長軸、短軸共に探触子10単独で圧迫する場合よりも圧迫面の表面積が大き
い。
　圧迫板がない状態であると、探触子10の超音波照射方向と圧迫方向が一致しない場合が
ある。図3(c)は、圧迫板がない状態の探触子10の短軸方向を観た図である。探触子10の短
軸方向の幅は1cm程度であり、圧迫面が固定されないため、超音波照射方向160が振れてし
まう。そのため超音波照射方向160と圧迫方向162とが一致しにくい。そこで、本実施形態
では、図3(b)に示すように、圧迫面の表面積を大きくすることにより、探触子10により被
検体5を圧迫する方向が超音波送受信面11に対して垂直な方向になるようにし、超音波走
査方向160と圧迫方向162とが一致するように被検体5を圧迫する。よって、安定して弾性
画像を得ることができる。
　なお、探触子が本実施形態の圧迫板を予め備えている構成であっても良いことは、第1
の実施形態と同様である。
【００４３】
(第4の実施形態)
　図3(a)(b)に示した第3の実施形態の圧迫版152では、中央部156では圧迫力が強いが、端
部154では圧迫力が低下してしまう可能性がある。そのため、中央部156の深部領域では、
弾性画像が明確に表示されるが、端部154の深部領域では弾性画像が乱れてしまうことが
ある。
【００４４】
　そこで上記第3の実施形態の改良としての、本発明の第4の実施形態を図3(d)(e)に基づ
いて説明する。図3(d)は、被検体5を圧迫するための圧迫板158及び探触子10の長軸方向を
観た図である。図3(e)は、圧迫板158及び探触子10の短軸方向を観た図である。
【００４５】
　第3の実施形態と異なる点は、圧迫板158が、短軸方向と長軸方向共に被検体側に湾曲し
、観察部位150を包み込むようなカップ状である点である。この圧迫板158を用いることに
より、中央部162のみでなく、端部160においても圧迫力が強くなる。この圧迫の原理は、
第1の実施形態の図2(a)と同様であり、変位ベクトルが、端部の領域160では内側(つまり
探触子10の中央部側)に向き、深部領域では圧迫方向と同一方向となる。また中央部の領
域162では、端部の領域の変位ベクトル102により内側(つまり探触子10の中央部側)に圧迫
されているため応力の損失が小さくなり、深部領域においても充分な大きさの応力が与え
られる。その結果、適切な弾性画像が得られる。なお、この圧迫板158は、被検体5の観察
部位の体表面形状に対応して密着するような球面状や楕円面形状或いは略円錐面形状であ
ってもよい。
【００４６】
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　上述のようにして、圧迫方向が探触子が接する面に対して垂直に保たれることにより、
画像表示部24に表示される弾性画像の領域が長軸方向又は深度方向に広くなる。したがっ
て、正常に表示される弾性画像が広くなるため、画像診断を効率よく行うことができる。
　なお、探触子が本実施形態の圧迫板を予め備えている構成であっても良いことは、第1
の実施形態と同様である。
【００４７】
(第5の実施形態)
　次に、本発明の第5の実施形態を図4に基づいて説明する。図4(a)(b)は、被検体5を圧迫
するための圧迫板200及び探触子10の長軸方向を観た図である。被検体5の観察部位206は
、例えば首の一部を示している。第1～4の実施形態と異なる点は、超音波を効率よく伝播
させることができる素材で構成された可変形状部材208を圧迫板200と被検体5の観察部位2
06との間に挿入させた点である。
【００４８】
　図4(a)は、本実施形態の発明の効果を明確にするために示したものである。図4(a)に示
されている可変形状部材208の無い場合は、被検体5の観察部位206と圧迫板200との間に隙
間が生じている。そのため、中央部領域204は圧迫板200により正常に圧迫されるが、端部
領域では隙間が空いてしまっているため、その端部領域が密着して圧迫されない。
【００４９】
　図4(b)は、可変形状部材208によりこの隙間領域202が埋められる構成になっている。可
変形状部材208は、超音波を通すゲル状の材料などで構成されており、圧迫板200の表面に
取り付けられている。この可変形状部材208を用いることにより、図4(a)に生じていた隙
間領域202が埋められ、圧迫板200が可変形状部材208を介して被検体5の観察部位206に密
着する。したがって、圧迫板200を被検体5に密着させた状態で被検体5を均等に内側(つま
り探触子10の中央部側)へ圧迫することができる。そのため、前述の各実施形態と同様に
、画像表示部24に表示される弾性画像108の領域が深部方向に広くなる。つまり、可変形
状部材を用いることにより、被検体5の観察部位206のような探触子5の長軸幅と比較して
細い部位においても深部において正常に表示される弾性画像が広くなるため、画像診断を
効率よく行うことができる。
【００５０】
　この可変形状部材208の例としては、音響結合用高分子ゲル「ソナゲル」(タキロン株式
会社製)等の既存製品を使用してもよい。また、液体の入った袋を介在させてもよい。更
に、これらの可変形状部材が圧迫板に固定され、圧迫板と可変形状部材とが1組のユニッ
トとして構成されていても良い。
【００５１】
(第6の実施形態)
　次に、本発明の第6の実施形態を図5に基づいて説明する。図5は、コンベックス形状を
有する被検体5の体表面を圧迫するための圧迫板250及びコンベックス型の探触子11の長軸
方向を観た図である。第1～5の実施形態と異なる点は、探触子10の一種であるコンベック
ス型の探触子11に適合した圧迫板250を備えた点にある。圧迫板250の下面は、コンベック
ス型探触子11の超音波送受信面の曲率に略一致した面を有している。例えば、図1D(d)に
示した様な凸曲面を有する圧迫板である。つまり、被検体5との接触面である圧迫板250の
下面は、コンベックス型探触子11の超音波送受信面と略同一形状の面を有して、被検体5
側に凸面形状となっている。したがって、コンベックス型探触子11と圧迫版250の下面と
を被検体5に密着させて被検体5を圧迫することができ、コンベックス型探触子11を用いて
も、効率よく弾性画像を表示させることができる。
　なお、探触子が本実施形態の圧迫板を予め備えている構成であっても良いことは、第1
の実施形態と同様である。
【００５２】
(第7の実施形態)
　次に、本発明の第7の実施形態を図6に基づいて説明する。図6(a)は経直腸型超音波探触
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子の外観図である。検者が探触子把持部302を把持して体内挿入部300を被検体の直腸内に
挿入すると、超音波送受信面が被検体5の直腸内面に接する。体内挿入部300には、バイプ
レーン型の超音波送受信部304と超音波送受信部306が設置されており、それぞれの超音波
送受信部から受信した反射エコー信号に基づいて白黒断層像とカラー弾性画像が生成され
る。また、特許文献2に示すような、圧迫機構が探触子内に備えられ、圧迫機構を操作す
るためのインターフェースとしてのスイッチ(図示せず)が探触子把持部302に備えられて
おり、検者が探触子把持部302を把持する手の指でスイッチを操作して直腸内面の圧迫を
制御しても良い。
【特許文献２】WO 2004/105615号公報
【００５３】
　図6(b)と図6(c)は、それぞれ経直腸型超音波探触子の短軸方向と長軸方向を観た図であ
る。この実施形態では、バッグ315が既存の経直腸型超音波探触子の外側に固定ベルト314
により装着され、チューブ312を介して接続されたポンプ(被検体外に配置されている。図
示せず)によりバッグ315に液体(水、生理食塩水など)が供給又は排出されることで、バッ
グ315が膨張又は収縮されることによって、被検体5の直腸内面に直接圧迫が加えられる。
【００５４】
　被検体5の直腸、前立腺308に接触するバック315は、膨張させると図3(b)のような状態
になり、超音波送受信面より広い面積で対象を圧迫できるため、深部領域まで効率の良い
圧迫が可能となる。また、超音波送受信面のいずれの位置においてもその面に対して垂直
方向(法線方向)にバック315が膨張するため、いずれの方位方向の位置においても均等な
圧迫を被検体5に与えることが可能となり、画質の均一性を向上させることができる。
【００５５】
(第8の実施形態)
　次に、本発明の第8の実施形態を図7に基づいて説明する。図7(a)は、被検体5を圧迫す
るための圧迫板及び探触子10の長軸方向を観た図である。図7(b)は、圧迫板及び探触子10
の短軸方向を観た図である。前述の各実施形態と異なる点は、探触子10の側面に、圧迫板
の端部(第2の部材)が複数に分割されて開閉できる構造が備えられていることである。つ
まり、探触子10の短軸両側面には、それぞれ可倒式の圧迫板端部51-aと51-bが備えられて
おり、探触子10の長軸両側面には、それぞれ可倒式の圧迫板端部52-aと52-bが備えられて
いる。そして、圧迫板端部51-aと51-bは探触子10の短軸方向の幅と同程度の幅を有し、圧
迫板端部52-aと52-bは探触子10の長軸方向の幅と同程度の幅を有している。圧迫板端部の
被検体との接触面は平面状でも曲面状でもよいが、図7には、被検体5側に凹となる曲面を
有する例を示している。また、各圧迫板端部の一端は、蝶番等を介して平坦部(第1の部材
)50の側面に可倒可能に接続されている。平坦部50は、探触子10の音響レンズすなわち超
音波送受信面11の近傍の側面に延在して形成されている。なお、圧迫板の各端部の開閉は
それぞれ独立であっても良いし、互いに連動しても良い。
【００５６】
　圧迫板の未使用時は、図7(a)，(b)に示すように、圧迫板の各端部は探触子10側に折り
畳まれた状態となり、その状態で探触子10は、圧迫板を備えない探触子と同様に、被検体
5に当接させて用いられる。一方、圧迫板の使用時の状態を図7(c)(d)に示す。図7(c)は、
圧迫板端部を広げた状態での圧迫板及び探触子10の長軸方向を観た図である。図7(d)は、
圧迫板端部を広げた状態での圧迫板及び探触子10の短軸方向を観た図である。圧迫板の各
端部51-aと51-b及び52-aと52-bは、被検体5側に探触子10の側面から角度θ倒されて固定
され、平坦部50と共に圧迫板の全体を形成する。この角度θは、被検体の体表面の曲面形
状に応じて可変にできることが好ましく、例えば、予め設定された複数段階の角度の中か
ら適当な角度を選んで固定できるような構造により実現することができる。具体的には、
図7に示すリニア型探触子10の場合には、被検体組織を内側(つまり探触子10の中央部側)
に向けて圧迫するために、角度θは90度以上が好ましい。図5に示す様なコンベックス型
探触子では、その短軸側面の圧迫板端部が倒される角度θは90度未満が好ましい。他方、
コンベックス型探触子の長軸側面の圧迫板端部は、その長軸方向に複数に分割されて、そ
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れぞれ探触子の長軸側面から90度以上倒されて固定されることが好ましい。
【００５７】
　以上の説明した様に、本実形態の圧迫板構造によれば、圧迫板を別途装着する手間を省
いて、断層画像の撮像途中に、圧迫板端部を広げることにより、同じ部位の弾性画像を続
けて撮像できるようになり、或いは逆に、弾性画像の撮像途中に、圧迫板端部を折り畳む
ことにより、同じ部位の断層画像を続けて撮像できるようになるので、画像診断を効率よ
く行うことができるようになる。
【００５８】
(第9の実施形態)
　次に、本発明の第9の実施形態を図8に基づいて説明する。図8(a)(b)は共に被検体5を圧
迫するための圧迫板100及び探触子10の長軸方向を観た図である。前述の各実施形態と異
なる点は、圧迫板を貫通して穿刺針をガイドするためのガイド穴を有して成る穿刺ガイド
部を圧迫板に設けたことである。なお、図8では図2(a)と同じ圧迫板100を用いた例を示し
ているが、これに限らず他の形状の圧迫板にも穿刺ガイド部を設けることは可能である。
　図8(a)に示すように、圧迫板100は、探触子10の短軸側面側に穿刺ガイド部60を備えて
いる。この穿刺ガイド部60の中央部には、穿刺針61をガイドするためのガイド穴62が圧迫
板を貫通するように設けられており、このガイド穴62を通して穿刺針61を挿入することに
より、被検体5に穿刺針61が挿入される。図8(b)に、穿刺針61が穿刺ガイド部60のガイド
穴62に挿入されて被検体5の穿刺部位63まで穿刺針61が挿入されている例を示している。
なお、図8には、穿刺ガイド部60が、探触子10の一方の短軸側面側に備えられた例を示し
ているが、反対側の短軸側面側、或いは、いずれかの長軸側面側、或いは、複数の箇所に
備えられても良い。
【００５９】
　穿刺ガイド部60は、穿刺部位63の位置に対応して、穿刺針61のガイド角度を可変にでき
る機構(例えば特許文献３に開示されているように角度の異なるガイド穴を複数設ける)を
有して圧迫板100に配置されていても良い。そして、穿刺部位63が深部にある場合は、探
触子10の短軸側面に対してガイド角度が小さくなるように穿刺針61が探触子10の短軸側面
に接近して固定される。逆に、穿刺部位63が残部にある場合は、探触子10の短軸側面に対
してガイド角度が大きくなるように穿刺針61が探触子10の短軸側面から遠ざけて固定され
る。
　なお、探触子が本実施形態の穿刺ガイド部を有する圧迫板を予め備えている構成であっ
ても良いことは、第１の実施形態と同様である。
【００６０】
　以上の説明した様に、本実形態の圧迫板構造によれば、圧迫板が邪魔にならずに穿刺を
行うことができ、且つ、適切にガイドされて穿刺を行うことが可能になるので、画像診断
及び穿刺による治療や組織診断を効率よく行うことができるようになる。
【特許文献３】特開平8-617号公報
【００６１】
(第10の実施形態)
　次に、本発明の第10の実施形態を図9に基づいて説明する。図9は図6と同様の経直腸型
超音波探触子を示している。図9(a)は経直腸型超音波探触子の長軸方向を観た図である。
図9(b)は体内挿入部300の先端から短軸方向を観た図である。図9(c)は特に体内挿入部300
の長軸方向を観た図である。図9に示した経直腸型超音波探触子は、図6に示した経直腸型
超音波探触子と同様に、超音波送受信面315が被検体5の直腸内面に接し、体内挿入部300
はバイプレーン型の超音波送受信部304と306が設置されている超音波送受信面を有してい
る。
【００６２】
　体内挿入部300の超音波送受信部側の筐体が、圧迫板の第1の部材としての機能を兼用し
、体内挿入部300の両側面には、それぞれ可動の圧迫板端部(第2の部材)315-aと315-bが備
えられている。各圧迫板端部はその一端を蝶番を介して体内挿入部300の側面に可動接続
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されている。また、圧迫板端部315-aと315-bの体内挿入部側の面はそれぞれ袋部316-aと3
16-bに接合されている。この袋部316は圧迫板端部315と体内挿入部300とにそれぞれ接合
され且つそれらの間に配置されている。そして、袋部316に液体又は気体が注入されるこ
とにより圧迫板端部315が押し広げられて図9(b)(c)に示す状態となり、袋部316から液体
又は気体が排出されることにより圧迫板端部315が折り畳まれて図9(b)(c)に示す点線位置
に格納された状態となる。この袋部316はチューブ312を介して被検体外に配設されている
ポンプ(図示せず)に接続され、袋部316への液体又は気体の注入と排出はこのポンプによ
り行われる。
【００６３】
　体内挿入部300が被検体5の直腸内に挿入される前は、各圧迫板端部315が折り畳まれて
体内挿入部300がほぼ円柱の形状とされて挿入されやすい形状とされる。そして、体内挿
入部300が直腸内に挿入されて超音波送受信面が直腸内面に当接された後は、袋部316に液
体又は気体が注入されて圧迫板端部315が押し広げられる。この押し広げられた圧迫板端
部315により、直腸内面との接触面積が広げられて直腸内面への効果的な圧迫ができるよ
うになる。撮像終了後は、袋部316から液体又は気体が排出されることにより圧迫板端部3
15が折り畳まれて元の位置に戻される。この状態で、直腸外に体内挿入部300が取り出さ
れる。
　なお、上記圧迫板端部315を有せず、袋316のみ有して袋316を膨張させることにより、
広範囲な接触面を形成し、直腸内面を圧迫してもよい。
【００６４】
　以上の説明した様に、本実形態の圧迫板構造によれば、経直腸型超音波探触子に圧迫板
端部を備えることにより、直腸内に挿入・取り出しが容易になるとともに、直腸内での圧
迫を効率的に行えるようになるので、直腸の画像診断を効率よく行うことができるように
なる。
【００６５】
　以上、本発明の各実施形態を説明したが、本発明の圧迫部材，超音波探触子及び超音波
診断装置は、上記実施形態の説明で開示された内容にとどまらず、本発明の趣旨を踏まえ
た上で他の形態を取り得る。
　例えば、上記各実施形態の説明では、被検体5への圧迫に関して、検者が画像表示部24
に映し出されている弾性画像を見ながら、手動で微調整を行いながら被検体5を圧迫して
もよいし、例えば、特許文献2に開示されている様に、探触子10に圧迫用モータを取り付
けておき、モータの駆動により被検体5を自動で圧迫してもよい。モータの駆動で圧迫す
る際、圧迫板の種類により、モータの駆動の動作を制御したりしてもよい。
　また、端部の傾斜が急な圧迫板を用いた場合、深部の領域の弾性画像が効率よく表示さ
れるよう、探触子10を大きく上下動させたり、比較的小さな圧迫板を用いた場合、探触子
10を細かく振動させたりする。
　また、上記各実施形態の説明では、圧迫板が探触子10から取り外し可能である形態や、
探触子と圧迫板とが一体として形成されている形態を説明したが、それぞれ逆の形態とす
ることも可能である。
　また、上記いくつかの実施形態の説明では、圧迫板に探触子10の音響レンズすなわち超
音波送受信面11を配置できるよう、一部(例えば、中央部)に穴が開いているものとして説
明したが、超音波を透過する部材を用いて圧迫板を構成するようにすれば、圧迫板に穴を
設ける必要はない。
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